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１ 物流の現状と政府全体の動き
 トラックを含む自動車運送業では、長時間労働・低賃金で人手不足も深刻化。
 政府では平成30年５月に自動車運送事業の働き方改革の実現に向けた政府行動計画をとりまとめ。
 さらに、平成31年3月から荷主・国民・貨物事業者による「ホワイト物流」推進運動を開始。

自動車運送業の現状

○ トラック・バス・タクシーの運転者は、全職業平均に比べ、年間
労働時間が１～２割長いにも関わらず、年間賃金は
１～３割低い状況。

○ 平成29（2017）年度の「自動車運転の職業」の有効求人倍率
は、全職業平均1.38に比べ、2.81倍と運転者不足が深刻。

政府全体の動き

○「働き方改革実行計画」 （平成29年3月働き方改革実現会議）
長時間労働の是正を図る観点から、時間外労働について
罰則付きの上限規制を導入

○働き方改革法（平成31年4月施行）
従来時間外労働規制の適用除外だった「自動車の運転業
務」にも令和６年４月から年960時間（＝月平均80時間内）
の上限規制を適用

○ 「自動車運送事業の働き方改革の実現に向けた政府行
動計画」（平成30年5月、関係省庁連絡会議）
①長時間労働是正の環境整備
・輸送効率の向上 ・荷主・元請等の協力の確保
②長時間労働是正のためのインセンティブ・抑止力の強化

○ 「ホワイト物流」推進運動の展開（平成30年12月、ホワイト物
流推進会議）

・荷主：賛同の自主行動宣言、取組の実施
・国民：再配達の削減、引越時期の分散等
・貨物事業者：物流の改善、働きやすい環境の整備等

【年間賃金の比較】【（年間）平均労働時間数の比較】

【有効求人倍率の推移】

物流の停滞のほか、生活交通・観光客輸送への支障の恐れ
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２ 農産物輸送の現状
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（社）

○農産物物流は、トラックによる輸送が大宗。
特に農産物輸送では、次のような特徴。
① 出荷量が直前まで決まらないため、出荷待ち、
荷下ろし待ち等の手待ち時間が長い。

② 長距離輸送が多い。
③ 手積み、手降ろし等の手荷役作業が多い。
④ 品質管理や到着時間が厳格であり、運行管
理が難しい。

⑤ 小ロット多頻度での輸送が多い。

→ 輸送費の引上げだけでなく、取扱いを敬遠される
事例が出てきている。

【輸送品類別 拘束時間の内訳】

運転 手待 荷役

出典：国土交通省「トラック輸送状況の実態調査（Ｈ２７）」

【各地から東京までの距離とトラック輸送時間】
北海道（帯広）

1,300ｋｍ、18時間

青森 700km、10時間

高知 800km、12時間

宮崎 1,400km、19時間

東京都中央卸売市場

出典：農林水産省生産局「青果物流通をめぐる現状と取組事例」

苫小牧釧路

大洗
日立

（点線：北海道からのトラック輸送形態（トラック→フェリー→トラック））



3.1 食品流通の合理化に向けた取組について

・トラックドライバーの人手不足が深刻化する中で、国民生活や経済活動に必要不可欠な物流を安定
確保するには、サプライチェーン全体で物流改善に取り組む必要。

・特に食品の輸送は、手荷役作業が多い、小ロット多頻度輸送が多い等の事情から、取扱いを敬遠さ
れる事例が出てきている。

産地 消費地幹線輸送

・パレット化等による手荷役の軽減
・パレット規格統一による保管管理
作業の効率化

・トラック予約受付システムによる
待ち時間の削減

・集出荷場の集約による効率化
・ストックポイントの活用による共
同配送の促進

・パレット化等による手荷役の軽減
・パレット規格統一による保管管理
作業の効率化

・トラック予約受付システムによる
待ち時間の削減

・ストックポイントの活用による共
同配送の促進

・商慣行是正による配送効率化

・中継輸送による長時間労働の軽減
・モーダルシフト（鉄道・船舶利用）
によるトラック以外の輸送手段へ
の分散

・帰り便活用による積載率向上

課題

取組方向

・RFID等の技術を活用して商品・物流情報のデータを連携し、関係者間で共有することによる効率化・省力化
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３.2 食品等の流通合理化に向けた取組
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産地

食品加工工場
加工原材料：鉄コンテナ配送

幹線輸送

（中山間地域・高齢化進行地域） スーパー

消費地

移動販売・ネットスーパー

（中山間地域・高齢化進行地域）

集会所等

宅配ボックス

（先進的法人等：直接販売）

貨客混載バス利用

モーダルシフト
（鉄道・フェリーの活用）

貨物鉄道

フェリー

共同配送（生鮮：パレット）

ストックポイント
地域内を巡回して

共同集荷

宅配ポイント 宅配ポイント
従来、一貫して個別宅配
→ 共同配送で効率化

共同配送

既存集荷施設 他品目も相乗り

ストックポイント

ストックポイント

各生産者が持ち寄り

共同配送（生鮮：パレット）

（大規模産地）

共同配送（加工原材料：鉄コンテナ）

集荷コストの削減

ドライバーの荷役削減

選別コストの削減

集荷コストの削減
バス利用率の向上
配送コストの削減

ドライバーの拘束時間の削減

予約受付システム導入

予約受付システム導入

加工食品：パレット配送

ドライバーの拘束時間の削減

町会・ＮＰＯによる域内配送等

地方卸売市場等

市場間転送

食品等へのアクセス確保

（都市的地域）
スーパー

共同配送

配送コストの削減

インターネット通販・
宅配配送ポイント

消費者

レストラン、直売所等

配送コストの削減

再配達抑制

卸売市場・物流センター

地域内を巡回して
共同集荷

買い物

買い物

受取り

受取り

高速道路利用

中継輸送 中継輸送



パレット化
・荷積み・荷下ろし作業の機械化
・RFIDを活用した積荷・パレットの管理

トラックバースの空
き時間を見える化し、
ドライバーがスマー
トフォンなどの端末
から事前予約できる
システム

卸売市場

小売
センター等産地

パレット
レンタル会社

農産物パレット
推進協議会

回収
レンタル

トラック
輸送

トラック
輸送

IoTによる
積み荷情報の管理

パレットの
紛失防止

荷積み作業
の効率化

検品・入庫作業
荷下ろし作業
の効率化

RFID付きﾌﾟﾗﾊﾟﾚ、
折りたたみコンテナ等

農産物パレット推進協議会（代表理事：全農）
正会員：業界団体、JA県本部・経済連、大規模卸売業者、レンタル事業者
利用者会員：産地JA、中小卸売業者、物流業者
賛助会員：物流業者、仲卸業者、小売業者、実需者

トラック予約受付システム
・産地の「効率的な集荷システム」
・物流センターへの「到着予約システム」
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商品・物流情報のデータの連携と共有

幹線輸送

出荷者
出荷者

共同出荷

パレット利
用

ストックポイント

物流センター
卸売市場
RFIDによる
パレット管理

積荷データを使っ
た検品作業の簡素

化

パレットによる
作業の機械化

パレット輸送

＜産地＞
＜消費地＞

RFIDに積荷情報
を入力

ブロックチェーン ＡＩ（人口知能） 電子マネー

入金処理
送金処理請求データ

受信
請求データ
送信

○送金手数料の低減
○現金管理のリスク・コス
トを低減

出荷者 中間流通業者 実需者
情報登録

情報共有

RFID

・ちゃんと温度管理されているぞ
・○時に入荷するから準備しよう

トレーサビリティの向上

・消費者のニーズや
評価が分かったぞ

・需要予測が大きいの
で発注を増やそう

GPS

入荷・販売情報温度履歴 位置情報
入荷情報商品情報

出荷情報 販売・評価情報
商品管理情報

ブロックチェーン

実需者中間流通業者出荷者

【 各 事 業 者 の 基 幹 シ ス テ ム等 と 連 携 】

○情報の改ざんを防止
○決済に関する情報を
取引当事者間で共有

○取引や決済のデータ解析による
与信管理の自動化
（与信枠設定、警告配信等）

物流プラットフォーム
物流情報の共有化や業務の自動化を推進し、労働時間の短縮を実現。

商品管理プラットフォーム
取引情報をリアルタイムで共有するとともに、過去の
データを蓄積し、トレーサビリティの向上、需要予測
等に基づいた計画的な発注・出荷を実現。

決済プラットフォーム
ブロックチェーン等を活用して受発注業務の共通
化を図り、コスト低減や決済データ解析を実現。

＜RFID等を搭載したパレットやコンテナを活用した積荷管理の例＞

コンテナ利
用

積荷情報の
電子データ化

コンテナごと
に

分荷・輸送

コンテナで直送

小売センター
通販センター
RFIDによる

積荷管理・検品作業の効率
化
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（参考）一貫パレチゼーションの取組
•RFIDを活用した積荷・パレットの管理等により物流情報の共有化や積み込み・積み降ろしの機械
化を推進し、コスト低減や労働時間の短縮に向けた実証
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2018 2019 2020～
取
組
内
容

•RFID追跡（流通するパレットを把握）
→回収率向上

•パレットへの段ボールの効率的な積付け
→トラック積載効率向上
→荷降ろし後の仕分作業短縮

•JR貨物での輸送検証

•パレットと通い容器に入った荷物との紐付け
情報管理
→パレット・荷物の一括情報管理
→棚入れ作業等の効率化

•トラックごと等での一括データ読取
→個体ごとのRFIDの読取に比べ、読取作業
の効率化

•レンタル会社ごとのRFIDデータを統一フォー
マットで管理し、関係者間で共有
→パレットの管理・回収の効率化

更に期待される取組
•トラック運行情報（位置、空き状
況等）の管理・連結
→荷降ろし状況に応じた混載、
積載率の確保

→他業種品目を含めた帰り荷
の確保

•パレット回収施設の整備

実
証
範
囲

JAきたみらい(北海道)→札幌、大田、多摩、川崎、
名古屋、福岡
JAみなみ筑後(福岡)→福岡、大田
JAいわて花巻→全農青果センター神奈川
JA新いわて、JA熊本市、JA宮﨑経済連→大田
JA島原雲仙(長崎)→福岡

左記に加え、JAえひめを始め、熊本県、大分
県の産地、関西や中京の卸売市場等に拡大

全国へ拡大
仲卸、製造、小売等へ拡大

【実施主体】(一社)農産物パレット推進協議会
設立：2018年8月
理事：全農(代表)、東京青果、日本パレット協会、全国スーパーマーケット協会、全日本トラック協会、JPR
監事：熊本大同青果
会員：42（卸売業者、パレットレンタル会社、JA等）（平成31年4月現在）

ﾋﾟｰﾏﾝときゅうり
の相積み JR貨物での検証

個体ごとのRFID
読取の様子

パレット野積み
の様子
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（参考）農産物パレット協議会（APPC)

「会員ロングン」アイコンを押
し、ＩＤ・パスワードを入力



（参考）農産物パレット協議会(APPC)
ＡＰＰＣでは農産物流通に携わる皆様にＡＰＰＣにご入会いただき、ＡＰＰＣ会員の皆様と一体と
なって共同利用・管理のしくみをパレット循環利用モデルとして確立し、社会性のある持続可能な
しくみにすることを目指しています。

9

基本原則

①入会：APPCへ入会した会員間でのパ
レット運用とする

②統一規格パレット：APPC指定の統一規
格のレンタルパレットを使用する

③RFID読取：APPC会員間のパレット移
動情報はRFIDを読取

④全体管理：パレット運用状況はAPPC会
員に公開、共有し全体管理する

①会員
【卸売市場】
卸売／仲卸業者

①会員
【産地】

生産者団体・法人
①会員

【物流センター等】
小売・実需者

①会員
【パレットレンタル

会社】
JPR/SPR等

回収

回収

②統一規格パレット

③RFID読取 ④全体管理

APPC農産物パレット推進協議会



〇 物流拠点の「見える化」
・2018年度、農産物の物流拠点のほか、他産業等の物流拠点の状況を調査
・産地で散在する集荷場の集約のほか、他企業を含めた地域単位での集荷の大規模化の課題が明確化
《加工食品製造業者による物流の共同化の取組》
・①味の素、②カゴメ、③日清オイリオグループ、④日清フーズ、⑤ハウス食品グループ本社、
⑥Mizkanの６社は、「競争は商品で、物流は共同で」等の基本理念に基づき、 “食品企業物流
プラットフォーム”の構築に向けて、幹線輸送、共同配送、製配販のソフト面の取組を開始。
・その運営主体として、上記①～⑤社により共同物流会社(株)F-LINEを設立。

他産業の物流拠点の活用

〇 今後の対応
・生鮮食料品等の幹線流通である卸売市場のほか、他産業の物流拠点を含めて物流全体を最適化
・具体的な案件形成に関して、他省庁との調整を含めて行政も関与

鉄道往復利用による関東・関西間の中距離幹線輸送

【幹線輸送ワーキング】

北海道エリアにおけるF-LINE ６社共同配送

【共同配送ワーキング】

 パレットからはみ出す商品設計の廃止
 定曜日配送による小ロット多頻度配送
からの脱却

 受注のオンライン化 等

食品物流未来推進会議

【製配販ワーキング】

法人連携による流通合理化の事例①
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九州でも福岡県に拠点を整備し、共同配送を
実施予定



法人連携による流通合理化の事例②

〇 総論として、各社役員がTOP会を組織し、トップダウンで物流の共同化を追求

→ 大ロット物流を形成するため、他産業の地域中核企業を含めて地域で連携

〇 共同配送では、物流センター（ストックポイント）を集約し、パレット化を実施

→ 地域に所在する卸売市場、物流センター等既存のストックポイントを有効に活用

〇 ソフト面では、物流効率を優先し、パレットに合った商品サイズへの見直し、手書伝票の廃
止・電子化等の細部まで丁寧に実施

→ 地域連携グループ内での統一システムの利用や共通言語化、資材の共同購入等、物流効率
上重要ポイントも検討

〇 幹線輸送では、帰り荷の確保がキーポイント

→ 生産資材を始めとする他産業の帰り荷を提供するパートナーとも広域的に連携

一連の取組には、他産業企業等との調整を含めて行政も積極的に関与

法人連携事例の応用に向けた取組
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（参考）卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の概要
（2018年６月22日公布）

背景

法律の概要

（１）農林水産大臣は、次の事項を定めた卸売市場に関する基本方
針を定める。（第３条）
・業務の運営に関する事項 ・その他重要事項 ・施設に関する事項

（２）基本方針等に即し、生鮮食料品等の公正な取引の場として、
①から⑥の共通の取引ルールを遵守し、公正・安定的に業務運営
を行える卸売市場を、中央卸売市場又は地方卸売市場として農林
水産大臣又は都道府県知事が認定・公表し、指導・検査監督する。
（第４条から第14条まで）

（３）国は、２（２）の食品等流通合理化計画に従って行われる中
央卸売市場の整備に対し、予算の範囲内において、その費用の
4/10以内を補助できる。（第16条）

※ 第三者販売の禁止、直荷引きの禁止、商物一致等。卸売市場ごとに、関係者
の意見を聴くなど公正な手続を踏み、共通の取引ルールに反しない範囲において
定めることができる。

① 売買取引の方法の公表
② 差別的取扱いの禁止
③ 受託拒否の禁止

（中央卸売市場のみ）
④ 代金決済ルールの策定・公表

（１）農林水産大臣は、次の事項を定めた食品等の流通の
合理化に関する基本方針を定める。（第４条）

（２）農林水産大臣は、基本方針等に即し、食品等の流通
の合理化を図る事業に関する計画を認定する。（第５
条）

（３）認定を受けた者は、農林漁業成長産業化支援機構
（Ａ－ＦＩＶＥ）の出資等の支援を受けることができる。
（第７条から第26条まで）

（４）農林水産大臣は、食品等の取引状況について定期的
な調査を行い、当該調査の結果に基づき必要な措置を講
じ、不公正な取引方法があると思料する場合には公正取
引委員会に通知する。（第27条から第29条まで）

２ 食品流通構造改善促進法の改正（2018年10月22日施行）１ 卸売市場法の改正（2020年６月21日施行 ）

※ 上記の改正に伴い、題名を「食品等の流通の合理化及び取引の適正化
に関する法律」に改める。

⑤ 取引条件の公表
⑥ 取引結果の公表
⑦ その他の取引ルールの公表（※）

•食品流通の中で卸売市場が果たしてきた集荷・分荷、価格形成、代金決済等の調整機能は重要。今後も食品流通の核として堅持。
•農林漁業者の所得を向上させるとともに、消費者ニーズに的確に応えていくためには、卸売市場を含めて、新たな需要の開拓や付加価
値の向上につながる食品流通構造を確立していくことが重要。
•このような観点から、卸売市場を含めた食品流通の合理化と生鮮食料品等の公正な取引環境の確保を促進。

・流通の効率化 ・品質・衛生管理の高度化
・情報通信技術等の利用 ・国内外の需要への対応
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※一部を除く



≪改正前≫
農産物は卸売市場に持ち込ん

で取引すること（商物一致）が
原則。

（参考）卸売市場法改正により期待されるビジネスモデル

13

産地

中央卸売市場

卸売業者

小売店等

・代金決済（取引）は産地→卸売市場→小売店。
農産物は産地→小売店へ直送。

仲卸業者

直送

注文
決済

１．品揃えの充実

注文
決済

・海外市場のニーズに合った有機野菜等のこだわり農産物を、
仲卸業者が産地から直接仕入れて輸出。

２．産地直送

・ 各卸売市場での需給の状況に応じて市場間で農
産物の過不足を迅速かつ柔軟に調整。

３．市場間ネットワーク
中央卸売市場Ａ

卸売
業者

仲卸
業者

中央卸売市場Ｂ

卸売
業者

仲卸
業者

中央卸売市場Ｃ

卸売業者

仲卸業者

商品の過不足調整

市場間転送
（第三者販売）

小売店等

小売店等

小売店等

≪改正前≫
仲卸業者による産地からの直接

集荷（直荷引き）は原則禁止。

≪改正後≫
国一律の規制は廃止し、卸売

市場ごとに設定可能に。

≪改正後≫
国一律の規制は廃止し、卸売

市場ごとに設定可能に。

注
文

決
済

≪改正前≫
卸売業者による同一市場内の仲卸業者以外（第三者）

への卸売は原則禁止。

≪改正後≫
国一律の規制は廃止し、卸売市場ごとに設定可能に。

商品の過不足
調整

商品の過不足
調整

他市場への転送等の効率化

輸送時間の短縮による鮮度保持・物流の効率化輸出のための品揃えの充実と販路拡大

海外実需者
輸入業者

産地

卸売
業者

直接仕入れ

有機野菜等
小ロット注文

仲卸
業者

輸出

小ロットのため
卸売業者の集荷
に乗り難い

中央卸売市場


